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掲
示
板

市
な
ど
か
ら
の
お
知
ら
せ

当
事
者
家
族
同
士
の
話
し
合
い

を
中
心
に
開
催
し
て
い
る
「
家
族

の
集
い
」。

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
、
ひ
き
こ
も

り
支
援
や
家
族
支
援
の
研
究
を
し

て
い
る
斎
藤
ま
さ
子
さ
ん
を
お
招

き
し
ま
す
。
斎
藤
さ
ん
を
囲
み
、

語
り
合
い
ま
し
ょ
う
。

不
登
校
、
ニ
ー
ト
、
ひ
き
こ
も

り
に
悩
み
、
就
学
や
就
労
に
と
ま

ど
う
若
者
を
家
族
と
し
て
理
解

し
、
ど
う
支
え
た
ら
よ
い
か
、
一

緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

日
時　
９
月
29
日
㈯

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

会
場　
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援

セ
ン
タ
ー

対
象　
市
内
在
住
の
義
務
教
育
終

了
～
39
歳
の
困
難
を
抱
え
た
若

者
の
家
族

ア
ド
バ
イ
ザ
ー　
斎
藤
ま
さ
子
さ

ん
（
新
潟
青
陵
大
学
教
授
）

長
岡
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
就
労
に
悩
む
若

者
の
就
業
的
自
立
に
向
け
、
相
談

や
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
で
支
援

し
て
い
ま
す
。
今
回
、
若
者
の
た

め
の
就
職
相
談
会
を
市
内
で
開
催

し
ま
す
。

「
働
き
た
い
け
ど
、
ど
う
し
た

ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」
な
ど
、

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象　
就
職
に
悩
む
39
歳
ま
で
の

若
者

日
時　
10
月
５
日
㈮ 

・
午
後
１
時
30
分
～

・
午
後
２
時
30
分
～

※
相
談
１
回
50
分
（
予
約
制
）

会
場　
ふ
れ
愛
支
援
セ
ン
タ
ー

　

２
階 

小
会
議
室

締
切
り　
９
月
28
日
㈮

申
込
み　
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　
「
今
ま
で
働
い
た
こ
と
が
な
い
」

「
仕
事
が
長
続
き
し
な
い
」「
仕

事
の
選
び
方
が
わ
か
ら
な
い
」
な

ど
、
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
。
一
歩

を
踏
み
出
す
た
め
に
、
自
分
ら
し

さ
を
見
つ
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

日
時　
10
月
12
日
㈮
、
19
日
㈮
、

26
日
㈮　

午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分

※
３
回
参
加
が
原
則

会
場　
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援

セ
ン
タ
ー

対
象　
市
内
在
住
で
、「
働
く
」

こ
と
に
悩
む
39
歳
ま
で
の
若
者

内
容　

第
１
回　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

　

 

「
自
分
ら
し
さ
を
見
つ
け
よ
う
」

第
２
回　

個
々
の
ワ
ー
ク

　

「
長
所
と
短
所
を
知
り
、
自
分

ら
し
さ
に
気
付
こ
う
」

第
３
回　

一
歩
踏
み
出
し
、
就
職

し
た
人
の
体
験
談

講
師　
近
藤
円ま
ど
かさ
ん
（
長
岡
地
域

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

総
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

定
員　
９
人

締
切
り　
10
月
５
日
㈮

10
月
１
日
を
「
法
の
日
」、
10

月
１
日
～
７
日
を
「
法
の
日
」
週

間
と
し
て
、
全
国
で
法
の
尊
重
や

人
権
擁
護
の
行
事
が
開
催
さ
れ
ま

す
。市

で
は
、「
く
ら
し
の
無
料
相
談
」

を
開
催
し
、法
律
、不
動
産
登
記
、

戸
籍
の
問
題
、
近
隣
間
の
も
め
ご

と
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時　
10
月
４
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

会
場　
ふ
れ
愛
支
援
セ
ン
タ
ー

　

２
階 

多
目
的
ホ
ー
ル
ほ
か

相
談
内
容

・
土
地
・
建
物
の
売
買
、
相
続
、

抵
当
権
の
設
定
、
土
地
・
建
物

な
ど
登
記
の
問
題

・
土
地
の
境
界
の
問
題

・
会
社
の
設
立
、
役
員
変
更
な
ど

法
人
登
記
の
問
題

・
戸
籍
・
国
籍
の
問
題

【
問
合
せ・申
込
み
】子
ど
も・若

　
者
育
成
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
３

−

６
６
１
１

わ
が
子
の
自
立
を
願
う
家
族
の
集
い

【
問
合
せ・申
込
み
】子
ど
も・若

　
者
育
成
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
３

−

６
６
１
１

働
く
た
め
の
準
備
講
座

【
問
合
せ
】

　
新
潟
県 

都
市
政
策
課

☎
０
２
５

−

２
８
０

−

５
４
２
６

屋
外
広
告
物
適
正
化
旬
間

【
問
合
せ・申
込
み
】

　
市
民
課 

市
民
係

☎
７
７
３

−

６
６
６
１

「
法
の
日
」週
間・「
く
ら
し
の

無
料
法
律
相
談
会
」開
催

～
相
談
無
料
、秘
密
厳
守
～

【
問
合
せ・申
込
み
】子
ど
も・　

　
若
者
育
成
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
３

−

６
６
１
１

長
岡
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
出
張
相
談
を
開
催

費
用　

無
料
（
お
茶
代
と
し
て

１
０
０
円
は
自
己
負
担
）

申
込
み　
前
日
ま
で
に
、
電
話
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り

申
込
み　
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

９
月
１
日
㈯
～
10
日
㈪
は
、
屋

外
広
告
物
適
正
化
旬
間
で
す
。

新
潟
県
で
は
屋
外
広
告
物
条
例

を
定
め
て
、「
良
好
な
景
観
の
形

成
」「
自
然
の
お
も
む
き
の
維
持
」

「
広
告
物
の
倒
壊
・
落
下
な
ど
に

よ
る
危
険
防
止
」
を
目
的
に
、
規

制
を
行
っ
て
い
ま
す
。

美
し
い
景
観
維
持
の
た
め
に
、

屋
外
広
告
物
条
例
を
守
り
ま
し
ょ

う
。

・
地
代
、
家
賃
な
ど
の
問
題

・
家
庭
内
、
親
族
間
、
近
隣
間
の

も
め
ご
と
、
不
当
な
差
別
な
ど

人
権
の
問
題

・
金
銭
の
貸
借
、
保
証
、
多
重
債

務
な
ど
の
問
題

相
談
担
当
者　
弁
護
士
、
司
法
書

士
、
行
政
書
士
、
社
会
保
険
労

務
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、
人

権
擁
護
委
員
、
法
務
局
職
員

希
望
者
は
、
直
接
会
場
に
お
こ

し
く
だ
さ
い
。

※
弁
護
士
へ
の
相
談
は
、
市
民
課

に
予
約
が
必
要
で
す
（
相
談
時

間
は
、
１
人
30
分
程
度
）

掲示板　市などからのお知らせ


